
韓
国
李
大
統
領
の
竹
島
不
法
上
陸
、
天
皇
陛
下
に
関
す
る
発
言
に
断
固
た
る
対
応
を
！ 

民
主
党
政
権
下
で
進
め
ら
れ
た
日
韓
間
の
外
交
関
係
の
根
底
か
ら
の
見
直
し
を
！ 

今
月
十
日
に
、
韓
国
３
軍
の
統
帥
権
者
で
あ
る
李
明
博
韓
国
大
統
領
が
竹
島
に
不
法
上
陸
し
た
こ

と
は
、
外
交
的
、
政
治
的
、
歴
史
的
に
も
前
代
未
聞
の
暴
挙
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
十
四
日
の
天
皇
陛

下
に
関
す
る
李
大
統
領
の
発
言
は
、
常
軌
を
逸
し
た
、
全
く
許
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
断
固
と
し
て
、

謝
罪
と
撤
回
を
要
求
す
る
。 

 

日
本
は
軍
事
的
に
は
も
ち
ろ
ん
の
事
、
物
理
的
に
も
一
切
の
行
動
を
と
っ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
不
法
占
拠
し
て
い
る
側
が
挑
戦
的
示
威
行
動
を
と
る
と
は
、
国
際
的
に
も
極
め
て
非
常
識
で
あ

る
。
ま
た
、
緊
急
事
態
時
に
特
命
全
権
大
使
が
相
手
側
政
府
と
連
絡
を
と
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
外

交
上
許
さ
れ
な
い
非
礼
な
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
完
全
に
日
本
を
見
下
し
た
行
為
で
あ
る
。 

自
民
党
政
権
下
に
お
い
て
は
、
日
本
政
府
は
、
「
竹
島
は
国
際
法
上
も
歴
史
上
も
わ
が
国
の
領
土

で
あ
り
、
韓
国
が
不
法
占
拠
し
て
い
る
」
と
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
。
し
か
し
、
３
年
前
に
民
主

党
政
権
に
変
わ
っ
て
か
ら
「
不
法
占
拠
」
と
い
う
表
現
が
控
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
菅
政
権
時
代
に
朝

鮮
王
室
儀
軌
等
の
韓
国
政
府
へ
の
引
き
渡
し
に
か
か
る
日
韓
図
書
協
定
に
よ
り
、
日
韓
基
本
条
約
お

よ
び
協
定
で
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決
し
た
請
求
権
の
問
題
を
韓
国
の
要
求
で
覆
し
て
し
ま
っ
た
。 

 

さ
ら
に
は
、
森
本
防
衛
大
臣
の
記
者
会
見
で
の
「
他
の
国
の
内
政
に
他
の
国
が
と
や
か
く
コ
メ
ン

ト
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
・
・
・
」
と
の
発
言
は
、
竹
島
問
題
が
あ
た
か
も
韓
国
の
国
内
問
題
で
あ

る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
り
、
領
土
、
領
海
を
守
る
任
に
あ
る
国
防
の
責
任
者
と
し
て

極
め
て
不
適
切
で
あ
る
。 

 

メ
ド
ベ
ー
ジ
ェ
フ
露
首
相
の
北
方
領
土
へ
の
不
法
上
陸
、
そ
し
て
今
回
の
非
常
事
態
、
さ
ら
に
は

魚
釣
島
へ
の
香
港
の
反
日
団
体
の
不
法
上
陸
な
ど
一
連
の
事
態
は
、
民
主
党
政
権
に
お
け
る
理
念
な

き
弱
腰
外
交
が
引
き
起
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
の
国
益
は
大
き
く
毀
損
さ
れ
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。 

 

こ
こ
に
改
め
て
、
政
府
に
対
し
、
今
回
の
非
常
事
態
へ
の
対
応
に
お
い
て
、
韓
国
の
非
常
識
な
行

為
を
世
界
各
国
へ
広
く
訴
え
る
と
と
も
に
、
日
韓
図
書
協
定
、
日
韓
の
通
貨
交
換(

ス
ワ
ッ
プ)

協
定
を

は
じ
め
と
し
た
民
主
党
政
権
下
で
進
め
ら
れ
た
対
韓
外
交
政
策
を
根
底
か
ら
見
直
す
な
ど
具
体
的
な

行
動
を
速
や
か
に
と
る
こ
と
に
よ
り
、
韓
国
に
対
し
て
わ
が
国
と
し
て
の
毅
然
た
る
態
度
を
示
す
べ

き
で
あ
る
。 

 

以
上
に
つ
い
て
、
こ
こ
に
創
生
『
日
本
』
と
し
て
日
本
政
府
に
対
し
、
具
体
的
な
行
動
を
と
る
よ

う
、
強
く
要
請
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一
日 

創
生
『
日
本
』
会
長 

安
倍 

晋
三 


